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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告令和７年の活動状況

串間エコツーリズム推進協議会 概要

地域の自然資源や野生動物（特に御崎馬、文化猿）と共に暮らす生活文化など守りながら、持続
可能なかたちで活用し、この恩恵を次世代にも送り届けることを目的として観光資源を活かした体験を
通して、串間ファンを育てることで、地域の元気化を目指します。

体験メニュー数（対象エリアは串間市全域）

認定体験メニュー      ９登録
体験メニュー        ６登録
連携体験型民泊   10件   （2024年現在）

メール ecokushima@yahoo.co.jp

事務局

世古 直之 

所属

担当者

電話番号 090-5617-2992

WEBサイト ※QRコードも可

https://www.city.kushima.lg.jp/ecotourism/

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可

Instagram

氏名

協議会名称

串間エコツーリズム推進協議会

https://www.city.kushima.lg.jp/ecotourism/
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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告

令和6年度の実績（抜粋）
・体験メニュー：16件 参加者 13500人（いちご狩り体験含）

・都井岬_野生馬の観光客を中心に国内、インバウンド観光客増加傾向（推定18万人訪）
・新規ガイド育成講座、体験メニューの追加

（幸島_文化猿養成講座、都井岬＿野焼き体験、ムシトラップ、都井岬_遊歩道整備等）

・体験者の滞在時間延長を目指し、地域の新規宿泊施設の登録に随行等（新規3件）

野生馬ガイドツアー
(都井岬)

参加者 739人

ホンモノ！定置網体験

参加者 240人

幸島_文化猿ガイド
養成講座

初開催 参加者 6名

都井岬_野焼き体験
（伝統）

初開催_参加者 13名

・ 体験型民泊事業者：10件（今年度登録 3件↑）受入 729人泊

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
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エコツーリズム推進法第11条に基づくエコツーリズム推進協議会の活動状況報告

令和7年度の取組み
・個人旅行者、インバウンド、AI 検索向けに情報を適切にわかりやすく情報を整理
（SNS、ホームページ、グーグルマップ等）
・観光資源の中心にある都井岬での体験コンテンツを充実させていく

都井岬にて春駒（子馬）
の出産シーズンに合わせて
「野生馬ガイド養成講座」
開催 （5月）

市内高校に観光学が始ま
り野生馬ガイド、エコツーの
啓発活動を行う （6月
）

地元のお寺で「夏休みこど
も寺子屋」体験。座禅・数
珠づくり・お経・精進料理等
（8月）

インバウンド対応可能でサ
ービス充実、収穫体験もで
きる頼れる宿「九さん家」と
してPR

・体験メニューと宿泊施設と掛け合わせたモニターツアー開催

・市内外に串間エコツーリズム推進協議会の取組みの啓発

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
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